
E

認定
ZEH
・

省エネ

1 ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○

3

○ ○ ○

○
注３

○

7 ○

○

① ○

② ○

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

い
ず
れ
か
に
該
当

○

補助金等控除後の工事費用の金額が100万円を超える

★　住宅借入金等特別控除（A）と住宅耐震改修特別控除（C）については、両方の要件を満たしている場合は重複適用可能（要耐震改修住宅の場合は除く）
注１　※１に該当すること
注２　※２に該当すること
注３　本年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

家屋の登記簿上の床面積（増改築等の場合は工事後）
が40㎡以上50㎡未満であり、床面積の2分の1以上
が居住用

増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替工事（第１号工事）

マンションなどの区分所有の床、階段又は壁の過半について行う修繕や模様替工事（第２号工事）

い
ず
れ
か
に
該
当

○

バリアフリー改修工事【増改築等工事証明書により証明されたもの】（第５号工事）

4
○

○
注３

○ ○ ○

次のいずれかに該当する

家屋の登記簿上の床面積（増改築等の場合は工事後）
が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が居住用
である

①

②

合計所得金額(繰越控除及び特別控除前)が1,000万円
以下である

合計所得金額(繰越控除及び特別控除前)が2,000万円
以下である

住宅借入金等特別控除又は税額控除を受ける場合の要件（令和5年入居用）
（○：必要　　△：該当する場合は必要）

C DA
住宅借入金等特別控除

住宅
特定改修
特別税額
控除

認定住宅等新
築等特別税額
控除

認定住宅等基本的要件
新築
住宅

買取
再販

認定住宅

買取
再販
住宅

中古住宅
（既存住宅）

住宅耐震
改修特別
控除

新築 中古

増改築等

○

居住の用に
供するもの ○

居住日以後12月31日まで引き続き居住している ○ ○ ○

住宅取得（引渡を受けた）後又は工事後６か月以内に居住
している ○ ○ ○

自己が所有し、自己の居住の用に供する家屋について
行う増改築等・改修工事である

ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅である

次のいずれかに該当する

○ ○ ○

5 金融機関等からの住宅ローン（借入金）等を利用している ローンの有無にかかわらず適用可○
返済期間10年以上

○

【用語の説明】
・特例居住用家屋（※1）･･･床面積が40 以上50 未満で令和５年12月31日以前に建築基準法第６条第１項の規定による建築確認を受けた居住用家屋をいいます。
・特例認定住宅等（※2）･･･特例居住用家屋（※１）に該当する認定住宅等をいいます。

13

○

家屋の居室､調理室､浴室､便所､洗面所､納戸､玄関又は廊下の床や壁の全部の修繕や模様替工事（第３号工事）

耐震基準に適合させるための修繕又は模様替（第４号工事）

○

△

6

A ★ C ★ D
住宅

借入金等
特別控除

住宅耐震
改修特別
控除

住宅
特定改修
特別税額
控除（増改築等）

増改築等の場合の追加要件

○○

△

8 認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅である

工事を行う者が「特定個人（次のいずれかに該当する者）」であることが必要
 　①　年齢50歳以上の者
 　②　要介護認定を受けている者
 　③　要支援認定を受けている者
 　④　所得税法上の障害者
 　⑤　上記②から④に該当する親族と同居を常況とする者
 　⑥　年齢65歳以上の親族と同居を常況とする者

省エネ改修工事【増改築等工事証明書により証明されたもの】（第６号工事）
　①　断熱改修工事
　②　特定断熱改修工事
　③　①又は②の工事と併せて行う一定の修繕・模様替えなどの工事　等

多世帯同居改修工事【増改築等工事証明書により証明されたもの】
　●　Ｈ28.4.1以降居住の用に供した場合に適用

（特定）耐久性向上改修工事【増改築等工事証明書により証明されたもの】
　●　12又は（及び）14の工事と併せて行う場合のみ適用
　●　Ｈ29.4.1以降居住の用に供した場合に適用

○

○

○ ○

補助金等控除後の工事費用の金額が50万円を超える

居住用部分の工事費用が総額の2分の1以上

S56.5.31以前に建築された家屋

○

注１ 注２ 注2

○

贈与でない又は生計を一にする（取得の前後を通じて）
親族等からの購入ではない

○ ○

○ ○
入居年とその前２年、後３年以内に譲渡所得の課税の特例
を受けていない

（申請中の者で、

確定申告書提出時までに認定を受けた者も可）
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①

イ

ロ

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

ト

④

イ

ロ

イ

ロ

ハ

○

一定の省エネ改修工事（第６号工事）

給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る修繕又は模様替え（既存住宅売買瑕疵担保責
任保険契約が締結しているものに限る。）（第７号工事）

○

①から⑥のすべてに該当する

宅地建物取引業者から取得した家屋である

買取
再販
住宅

中古
（既存）中古住宅の場合の追加要件

⑤

21

次のいずれかに該当する

③イからヘの工事に要した費用の額の合計額が100万円を超えること

③ニからトのいずれかの工事に要した費用の額が50万円を超えること

○

② ○

イ又はロに該当しない一定の住宅（要耐震改修住宅）のうち、その取得の日までに耐震改修を行う
ことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修（注４）により家屋が耐震
基準に適合することにつき証明がされたものであること

宅地建物取引業者から取得した時点において、次のイ及びロのすべてに該当する

新築した日から10年を経過した住宅である

建築後に使用されたことのある住宅である

○

○

○
注５

③

次のいずれかに該当する

昭和57年１月１日以後に建築されたものであること

取得の日前２年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するもので
あると証明されたもの（耐震住宅）であること

⑥

マンションなど区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について
行う一定の修繕・模様替え（第２号工事）

宅地建物取引業者からの取得前2年以内にその宅地建物取引業者が取得をし、次のイからトまでのいず
れかに該当する増改築等をした家屋である

増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替え（第１号工事）

○

○

い
ず
れ
か
に
該
当

い
ず
れ
か
に
該
当

○

家屋（マンションなどの区分所有建物にあたっては、区分所有する部分に限ります。）のうち居
室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修
繕・模様替え（第３号工事）

建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるため
の一定の修繕・模様替え（第４号工事）

一定のバリアフリー改修工事（第５号工事）

○

○

買取
再販

認定住宅

○

○

注４　租税特別措置法第41条の19の２第１項又は第41条の19の３第６項若しくは第８項の適用を受けるものを除く
注５　⑥ハの要耐震改修住宅を除く、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅のいずれかに該当する買取再販住宅であるもの

③の工事に要した費用の総額が、家屋の売買価額（税込）の20％に相当する金額（300万円を超える
場合は300万円）以上である

○
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Ｃ Ｄ Ｅ

入手先 新築住宅 認定住宅等

Ａ
（特定増改築等）住宅借入金
等特別控除額の計算明細書

○ ○

Ｃ
住宅耐震改修特別控除額の計
算明細書

○

Ｄ
住宅特定改修特別税額控除額
の計算明細書

○

Ｅ
認定住宅等新築等特別税額控
除額の計算明細書

○

ロ
借入先

（金融機関等）
○ ○

ハ 法務局 ○ ○ ○ ○ ○

ニ
不動産業者
　建築業者　等

○ ○ ○

補助金等の
交付元等

△ △ △ △

△ △

ヘ ※２ ※１ ※１ ※２

ローン 有

Ａ Ｃ Ｄ

② ○ ○

③ △

④ △

次頁（※２）へ

住宅借入金等特別控除又は税額控除を受ける場合の添付書類（令和5年入居用）

区　　　分
Ａ

住宅借入金等特別控除　 住宅耐震
改修特別
税額控除

住宅特定
改修特別
税額控除

認定住宅
等新築等
特別税額
控除

中古住宅
（既存住宅）

増改築等

ローン　有 ローン　無

【共通事項】

イ

計
算
明
細
書

税務署

○ ○

住宅取得資金に係る借入金の年末
残高等証明書

○ ○

（○：必要　　△：該当する場合は必要）

家屋（土地）の登記事項証明書
※ 写し可

○ ○

家屋（土地）の売買契約書又は請
負契約書等の写し

○ ○

ホ

【H23.6.30以降（契約）】
補助金等の額を証する書類

△ △

【H23.6.30以降（契約）】
贈与の特例を受けた額を証する書類
（預金通帳や贈与税申告書の写し等）

△ △

注　計算明細書に不動産番号を記載した場合は、登記事項証明書の添付を省略することができます。

その他（控除別の下表の区分に応じた書類） ※２ ※１

ローン 無

住宅借入
金等特別
控除（増
改築等）

住宅耐震
改修特別
税額控除

住宅特定
改修特別
税額控除

※１　【増改築等の場合（Ａ（増改築等）・Ｃ・Ｄ）】

①
増築･改築･大規模修繕又は大
規模模様替工事（１号工事）

次のいずれかの書類

○
・「建築確認済証」の写し 県又は市町村

・「検査済証」の写し 同　上

・「増改築等工事証明書」 建築士等★１

上記以外の工事
（２号～６号工事）

「増改築等工事証明書」 建築士等★１

バリアフリー改修工事で、本
人又は同居親族が要介護者又
は要支援者に該当する場合

区　　　分 添付書類等 入手先

「介護保険の被保険者証」の写し 市区町村
（介護保険課等）

耐久性向上改修工事等につい
て控除を受ける場合

「長期優良住宅建築等計画認定通
知書」の写し

所管行政庁★２
（県・市区町村の建設
部局又は住宅部局）

・「住宅耐震改修証明書」
県・市区町村
又は建築士等★１

・「増改築等工事証明書」 建築士等★１

⑤
耐震改修工事等について控除
を受ける場合

次のいずれかの書類

○

★１　建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関及び住宅瑕疵担保責任法人

★２　申請窓口は国土交通省HPで検索可能
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ZEH/
省エネ

買取
再販
認定

買取
再販

中古
（既存）

イ △ △

△ △

△ △

イ △ △

△ △

△ △

△ △

△ △ △

△ △ △

△ △ △

△ △ △

△ △ △

△ △ △

△ △ △

△ △

△ △

△ △

△ △

△ △

△ △ △

○ ○

注４　断熱等性能等級に係る評価が等級４以上および一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級４以上であるもの

※２　【Ａ（認定住宅等）、（中古住宅）・Ｅ】

添　付　書　類　等 入　手　先

　認定等

建築士等★１

　登録住宅性能評価機関

・「耐震基準適合証明書」

・「住宅省エネルギー性能証明書」

・「建設住宅性能評価書」又はその写し
（注４）

　建築士等★１

・「耐震基準適合証明申請書（耐震基準適合証
明仮申請書）」の写し及び「耐震基準適合証
明書」
・「建設住宅性能評価申請書（建設住宅性能評価
仮申請書）」の写し及び「建設住宅性能評価書」
の写し

　同　上

　登録住宅性能評価機関

要耐震改修住宅の請負契約書の写し

特定エネルギー消費性能向上住宅（ZEH水準省エネ住宅）の場合

エネルギー消費性能向上住宅（省エネ基準適合住宅）の場合

注３　断熱等性能等級に係る評価が等級５以上および一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級６以上であるもの

注１　①　「長期優良住宅建築等計画の認定通知書」の区分が「既存」である場合･･･認定通知書の写しのみ必要
　　　②　長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合･･･変更認定通知書の写し
　　　③　認定計画実施者の地位の承継があった場合･･･認定通知書及び地位の承継に係る承認通知書の写し

注２　①　低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合･･･変更認定通知書の写し
　　　②　認定計画実施者の地位の承継があった場合･･･認定通知書及び地位の承継に係る承認通知書の写し

★１　建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関及び住宅瑕疵担保責任法人

★２　申請窓口は国土交通省HPで検索可能

・「建設住宅性能評価書」の写し

・「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の
　　付保証明書」

・「建築物の耐震改修計画の認定申請書」
の写し及び「耐震基準適合証明書」

　　中古

建築士等★１

認定長期優良住宅の場合（イ及びロの両方が必要（注１））

「長期優良住宅建築等計画の認定通知書」
の写し（注１）

次のいずれかの書類

ロ

　市区町村

　建築士等★１

「住宅用家屋証明書」（特定建築物用） 　市区町村

・「住宅省エネルギー性能証明書」

・「建設住宅性能評価書」又はその写し
（注３）

耐震基準に適合する建物の場合（昭和56年12月31日以前に建築された場合のみ必要）

⑧

⑨

独立行政法人都市再生機構等

増改築等工事証明書 　建築士等★１

要耐震改修住宅の場合（昭和56年12月31日以前に建築された場合のみ必要）

債務の承継がある場合

宅地建物取引業者が特定増改築を行った事実を証する書類

認定

△

△

△

△

△

△

△

低炭素住宅とみなされる特定建築物の場合

低炭素住宅の場合（イ及びロの両方が必要）

・「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込
書」の写し及び「既存住宅売買瑕疵担保責任保
険契約の付保証明書」

　住宅瑕疵担保責任法人

債務の承継に係る契約書の写し

建築業者等

次のいずれかの書類

ロ

「低炭素建築物新築等計画の認定通知書」
の写し（注２）

次のいずれかの書類

次のいずれかの書類

次のいずれかの書類

次のいずれかの書類

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

　登録住宅性能評価機関

　住宅瑕疵担保責任法人

　所管行政庁★２
（県・市区町村の建設部局

又は住宅部局）

・「住宅用家屋証明書」又はその写し

・「認定長期優良住宅建築証明書」

　市区町村

　建築士等★１

・「住宅用家屋証明書」又はその写し

・「認定低炭素住宅建築証明書」

　所管行政庁★２
（県・市区町村の建設部局

又は住宅部局）

　建築士等★１

　登録住宅性能評価機関
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11　住宅税制一覧表

　  住宅借入金等特別控除（措法第41条）

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

控除率 限度額

１％ 40万円

R4年分
～R13年分

R4年分

～R13年分

R4年分

～R16年分

R4年分
～R13年分
R4年分

～R16年分

R4年分

～R13年分
R5年分

～R17年分

R5年分
～R14年分
R5年分

～R17年分

R5年分
～R14年分
R5年分

～R17年分

R5年分
～R14年分
R5年分

～R17年分

R5年分
～R14年分

居住開始年等 住宅借入金等の
年末残高の限度額 R5

0.7％

0.7％

0.7％

R4年分
～R16年分

R4年分
～R16年分

5,000万円

3,000万円

省エネ
基準
適合
住宅

新築住宅又は
買取再販住宅

3,000万円

Ｒ
４
年
中

ＺＥＨ
水準

省エネ
住宅

新築住宅又は
買取再販住宅

4,500万円

中古住宅

新築住宅又は
買取再販住宅

3,000万円

中古住宅又は増改築 2,000万円

認定
住宅

（特例）特別特例取得

新築住宅又は
買取再販住宅

中古住宅 3,000万円 21万円

一般

（特例）特別特例取得 4,000万円

14万円

１％ 50万円

新築住宅又は
買取再販住宅

4,500万円

中古住宅 3,000万円

Ｒ
５
年
中

一般

新築住宅又は
買取再販住宅

3,000万円

中古住宅又は増改築 2,000万円

認定
住宅

新築住宅又は
買取再販住宅

5,000万円

中古住宅

（※１）令和元年10月から12月の間に居住を開始した場合に限る。
（※２）居住開始年が令和３年12月31日以前の場合及び居住開始年が令和４年中で(特例)特別特例取得に該
        当する場合の11年目から13年目の控除額は、
　　　（　建物価格　－　消費税額等　）×２％÷３の金額[一般：最高26.66万円、認定住宅：最高33.33万

        円]が限度となる。

適用年

13年

10年

13年

10年

13年

10年

13年

10年

省エネ
基準
適合
住宅

新築住宅又は
買取再販住宅

4,000万円

中古住宅 3,000万円

（注１）・「一般」とは住宅借入金等特別控除（措法41①）をいう。
　　　　・「認定住宅」とは認定住宅（認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅）の新築取得等に係る住宅借入金等
　　　　特別控除の特例（措法41⑩一二）をいう。
　　　　・「ＺＥＨ水準省エネ住宅」とは認定住宅等（特定エネルギー消費性能向上住宅）の新築取得等に係る住
　　　　宅借入金等特別控除の特例（措法41⑩三）をいう。
　　　　・「省エネ基準適合住宅」とは認定住宅等（エネルギー消費性能向上住宅）の新築取得等に係る住宅借入
　　　　金等特別控除の特例（措法41⑩四）をいう。
　　　　・「特別特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が10％の税率
　　　　により課されるべき消費税額等である場合における住宅の取得等をいう。
　　　　・「特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が８％又は10％の
　　　　税率により課されるべき消費税額等である場合における住宅の取得等をいう。
　　　　・「特別特例取得」とはその住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契
　　　　約が次の期間に締結されているものをいう。
　　　　　イ　新築（注文住宅）：令和２年10月１日から令和３年９月30日までの期間。
　　　　　ロ　分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等：令和２年12月１日から令和３年11月30日までの期間。
　　　　・「特例特別特例取得」とは、特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方未満
　　　　の住宅の取得等、「新築住宅又は買取再販住宅」とは、居住用家屋の新築、居住用家屋で建築後使用され
　　　　たことのないものの取得又は宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋の
　　　　取得（措法41①）をいう。
（注２）控除額は、100円未満の端数を切り捨てる。

13年

10年

35万円

3,000万円

21万円

4,000万円

中古住宅

ＺＥＨ
水準

省エネ
住宅

28万円

21万円

31.5万円

21万円

28万円

21万円

21万円

14万円

13年

10年

13年 35万円

21万円

31.5万円

10年

13年

21万円10年

[一般:4,000万円、認定住宅：5,000万円が限度]

（※２）

（※２）

（※２）

（※２）
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R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

控除率 限度額

40万円

R1年分

～R13年分

R1年分

～R13年分

R2年分

～R14年分

R2年分

～R14年分

5,000万円 50万円

H27年分
～R6年分

H28年分
～R7年分

H29年分
～R8年分

H30年分
～R9年分

10年

10年

10年

10年

10年

R1年分
～R10年分

R1年分
～R10年分

R2年分
～R11年分

R2年分
～R11年分

R3年分
～R15年分

R3年分
～R12年分

R3年分
～R15年分

R3年分
～R12年分

20万円

50万円

30万円

40万円

20万円

居住開始年等 住宅借入金等の
年末残高の限度額

H26年分
～R5年分

10年

40万円4,000万円

3,000万円

Ｈ
27
年
中

一般
特定取得 4,000万円

特定取得
以外

2,000万円

認定
住宅

特定取得 5,000万円

Ｈ
26
年
中

一般
特定取得 4,000万円

特定取得
以外

2,000万円

認定
住宅

特定取得 5,000万円

特定取得
以外

特定取得
以外

3,000万円

Ｈ
28
年
中

一般
特定取得 4,000万円

特定取得
以外

2,000万円

認定
住宅

特定取得 5,000万円

特定取得
以外

3,000万円

Ｈ
29
年
中

一般
特定取得 4,000万円

特定取得
以外

2,000万円

認定
住宅

特定取得 5,000万円

特定取得
以外

3,000万円

2,000万円

認定
住宅

特別特定
取得（※１）

特定取得
10年

50万円

Ｈ
30
年
中

一般
特定取得 4,000万円

特定取得
以外

2,000万円

認定
住宅

特定取得 5,000万円

特定取得
以外

3,000万円

認定
住宅

特別特定
取得

特定取得

（特別）特定
取得以外

3,000万円

Ｒ
２
年
中

一般

特別特定
取得

（特別）特定
取得以外

3,000万円

10年

10年

40万円

50万円

4,000万円

5,000万円

Ｒ
１
年
中

一般

特別特定
取得（※１）

5,000万円

特定取得

（特別）特定
取得以外

特定取得

特定取得

（特別）特定
取得以外

2,000万円

13年

10年

40万円4,000万円

（特別）特定取得以外 3,000万円

（※３）（特例）特別特例取得に該当しない特別特定取得で、13年間の控除期間の特例が適用されるのは、新型コロナウイルス感染症等の
　　　　影響により令和２年12月31日までに入居できなかった場合において、一定の要件を満たすものに限る。

R5

1％

20万円

50万円

（特別）特定取得以外 2,000万円

認定
住宅

（特例）特別特例取得

特別特定
取得（※３）

特定取得

Ｒ
３
年
中

一般

（特例）特別特例取得

特別特定
取得（※３）

20万円

50万円

30万円

40万円

30万円

適用年

13年

13年

20万円

20万円

30万円

20万円

13年

13年

13年

10年

30万円

50万円

40万円

30万円

30万円

40万円

20万円

50万円

30万円

（※２）

（※２）

（※２）

（※２）

（※２）

（※２）

（※２）

（※２）
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住宅の取得等の区分 認定計画 添付書類 改正予定

① 認定住宅等の新築※１ 建築等計画 認定通知書（新築）※６＋建築証明書等 現行どおり

② 認定住宅等で建築後使用され
たことのないものの取得※２

建築等計画 認定通知書（新築）※６＋建築証明書等＋承認通知書※４ 現行どおり

維持保全計画 認定通知書（既存）※６＋承認通知書※４ 改正あり

③ 買取再販認定住宅等の取得※３

建築等計画 認定通知書（新築or増築・改築）※６＋建築証明書等※５＋承認通知書※４ 現行どおり

維持保全計画 認定通知書（既存）※６＋承認通知書※４ 改正あり

④ 既存の認定住宅等の取得※３

建築等計画 認定通知書（新築or増築・改築）※６＋建築証明書等※５＋承認通知書※４ 現行どおり

維持保全計画 認定通知書（既存）※６＋承認通知書※４ 改正あり

○ 令和４年10月１日以後、長期優良住宅について、維持保全計画に係る認定制度が創設された。当該認定
制度は、建築行為を伴わない既存住宅に係るものであり、従来の建築等計画と異なり、建築証明書等が発
行されない。

○ そのため、租税特別措置法施行規則が改正され、長期優良住宅に係る住宅ローン控除及び認定住宅新築
等特別税額控除について、確定申告書に添付すべき書類は次のとおりとなる。

※１ 認定住宅等の新築（上表①）については、その新築の前に維持保全計画の認定を受けることが不可能なため、建築等計画による認定スキームに限られる。
※２ 建売住宅の取得（上表②）については、理論上、建築業者が建築時に建築等計画の認定を受けず、建築後に維持保全計画の認定を受けたのちに売却する
ことが可能なため、維持保全計画による認定スキームも適用可能性がある。

※３ 既存住宅（上表③及び④）については、建築等の時に建築等計画の認定を受けたものを取得する場合と建築後に維持保全計画の認定を受けたものを取得
する場合のそれぞれのケースがある。

※４ 建売住宅（上表②）及び既存住宅（上表③及び④）の取得の場合は、認定を受ける者と住宅ローン控除の適用を受ける者が異なることから、「認定通知
書」に加え「地位の承継に係る承認通知書」（第八号様式）の添付が必要となる（改正前の措規18の21⑬一で読める）。

※５ 既存住宅（上表③及び④）の取得の場合は、住宅用家屋証明書の発行がされない（新築時のみ発行）ため、長期優良住宅建築証明書に限られる。
※６ 「長期優良法第６条に規定する通知書（第二号様式）」（計画に変更があった場合は「長期優良法第９条に規定する通知書（第四号様式）」）は、その
書式の冒頭に「新築/増築・改築/既存」の別を記載することとされており、建築等計画に係る認定通知書は「新築」（既存住宅（上表③及び④の場合は
「増築・改築」の場合もある。）、維持保全計画に係る認定通知書は「既存」と記載されることから、認定通知書を確認すればその住宅がいずれの計画に
よるものか判断が可能。

認定住宅等（長期優良住宅）に係る控除を受けるための添付書類の改正について



第二号様式（第六条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

認  定  通  知  書 

（新 築 ／ 増 築・改 築 ／ 既 存） 

認 定 番 号  第   号 

認 定 年 月 日    年  月  日 

（※） 確 認 番 号  第        号 

確 認 年 月 日    年  月  日 

建 築 主 事 の 氏 名

殿 

所 管 行 政 庁           印 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第 項の規定に基づき申請のあった長期優良住

宅建築等計画等について、同法第６条第１項の規定に基づき認定しましたので、同法第７条の規定

に基づき通知します。 

１．申請年月日 

２．申請者の住所 

３．認定に係る住宅の位置 

４．認定に係る住宅の構造 

 ５．共同住宅等に係る申請にあっては、認定対象住戸番号 

６．法第５条第１項から第５項までの規定による認定の申請にあっては、工事種別 

７．法第５条第６項又は第７項の規定による認定の申請にあっては、新築又は増築・改築の時期 

８．住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）第６条の２第５項の確認書若

しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて申請を行った場合においては、同条第１項の規

定による求めを行った年月日 

（※）は法第６条第４項において準用する建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８条第３

項の規定により所管行政庁が確認済証の交付を受けた場合に記入されます。  

令和４年１０月１日以後の認定通知書の書式について

○ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規
則の改正により、維持保全計画に係る認定の場合
に対応するため、認定通知書の区分に新たに「既
存」が追加された。

○ この「既存」に該当する認定通知書の発行を受
けている場合には、確定申告書に建築証明書等の
添付が不要となる。

（※）長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受け
た場合における変更認定通知書（第四号様式）に
おいても、同様の改正が行われた。


